会費に関する定款補則
（目　的）

第 １ 条　この定款補則は、社団法人日本医療社会事業協会定款第7条の規定に基づき、会員の会費に関する基本事項を定める。

（入会金）

第 ２ 条　正会員の入会金は、次のとおりとする。

３,０００円

（会　費）

第 ３ 条　正会員の会費は、年額を次のとおりとする。

１1,０００円
２　賛助会員の会費は、年額を次のとおりとする。

１５,０００円

（臨時会費）

第 ４ 条　臨時に費用を必要とするときは、臨時会費を徴収することができる。

（納　入）

第 ５ 条　会費の納入は年１回とし、指定された方法により毎年度６月末までに前納しなければならない。ただし、新規会員は、定款第６条第２項の通知を受け取ってから２週間以内に、正会員は入会金及び会費を、賛助会員は会費を、指定された方法により納入しなければならない。
（徴　収）

第 ６ 条　会費の徴収に関する事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

（変　更）

第 ７ 条　この定款補則の変更は、総会の議決を必要とする。

附　則

　１．この規定は、２００１年５月２５日制定し、同日から施行する。
2．この規定は、２００9年５月16日に一部改正し、同日から施行する。
４．役員の報酬等に関する定款補則

役員の報酬等に関する定款補則

（目　的）

第 １ 条　この定款補則は、社団法人日本医療社会事業協会定款第１６条の規定に基づき、役員の報酬及び費用弁償に関する基本事項を定める。

（報　酬）

第 ２ 条　常勤の役員に関する報酬は、本会の財産及び収支の状況並びに一般的給与水準を考慮し、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

（費用弁償）

第 ３ 条　役員の会務に要する費用は実費弁償とし、その基準は理事会の議決を経て、会長が別に定める。

（変　更）

第 ４ 条　この規程の変更は、総会の議決を必要とする。

附　則

　１．この定款補則は、２００１年５月２５日制定し、同日から施行する。

５．事務局の設置に関する定款補則

事務局の設置に関する定款補則

（目　的）

第 １ 条　この定款補則は、社団法人日本医療社会事業協会定款第２８条の規定に基づき、事務局の設置に関する基本事項を定める。

（設置場所）

第 ２ 条　本会の事務局は、定款第２条に定める事務所の中に置く。

    　２　前項の規定にかかわらず、必要がある場合は、他の場所に臨時の事務局を置くことができる。

（事務局長）

第 ３ 条　事務局長は、原則として理事の中から理事会の同意を得て、会長が委嘱する。

    　２　事務局長は、会長の命を受けて事務局を統括する。

（組織および運営）

第 ４ 条　事務局の組織および運営に関する事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

（変　更）

第 ５ 条　この定款補則の変更は、総会の議決を必要とする。

附　則

　１．この規程は、２００１年５月２５日制定し、同日から施行する。

６．財産管理に関する定款補則

財産管理に関する定款補則
（目　的）

第 １ 条　この定款補則は、社団法人日本医療社会事業協会定款第３２条の規定に基づき、本会の財産管理に関する基本事項を定める。

（原　則）

第 ２ 条　本会の財産管理は、公益法人会計基準に基づき、次の原則に従い収支予算書、会計帳簿、及び計算書類（収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録をいう。以下同じ。）を作成し管理しなければならない。

        　1) 収入及び支出は、予算に基づいて行わなければならない。

        　2) 会計帳簿は、複式簿記の原則に従って正しく記載しなければならない。

        　3) 計算書類は、会計帳簿に基づいて収支及び財産の状況に関する真実な内容を明瞭に表示するものでなければならない。

        　4) 会計処理の原則及び手続き並びに計算書類の表示方法は、毎事業年度これを継続して適用し、みだりに変更してはならない。

（収支予算書）

第 ３ 条　収支予算書は、当該事業年度において見込まれるすべての収入及び支出の内容を明瞭に表示するものでなければならない。

（会計帳簿）

第 ４ 条　会計帳簿は、次の主要簿及び必要な補助簿を備え、すべての取引を記帳しなければならない。

        　1) 仕訳帳
        　2) 総勘定元帳
（収支計算書）

第 ５ 条　収支計算書は、当該事業年度におけるすべての収入及び支出の内容を明瞭に表示するものでなければならない。

（正味財産増減計算書）
第 ６ 条　正味財産増減計算書は、当該事業年度における正味財産のすべての増減内容を明瞭に表示するものでなければならない。ただし、正味財産の増減が極めて少額である場合等正当な理由のときは、正味財産増減計算書を省略することができる。この場合においては、当該項目および金額を計算書類の注記に記載しなければならない。

（貸借対照表）

第 ７ 条　貸借対照表は、当該事業年度末現在におけるすべての資産、負債及び正味財産の状態を明瞭に表示するものでなければならない。

（財産目録）

第 ８ 条　財産目録は、当該事業年度末現在におけるすべての資産、負債につき、その名称、数量、価格等を詳細に表示するものでなければならない。

（計算書類の注記）

第 ９ 条　計算書類には、必要な事項を注記しなければならない。

（保　存）

第１０条　収支予算書、会計帳簿及び計算書類は、当該会計年度終了後10年間保存しなければならない。

（処　理）

第１１条　この定款補則に基づく会計の処理に必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

（変　更）

第１２条　この定款補則の変更は、総会の議決を必要とする。

附　則

　１．この規程は、２００１年５月２５日制定し、同日から施行する。

役　員　選　挙　規　程
（総　則）

第 １ 条　この規程は、社団法人日本医療社会事業協会定款施行規則（以下、施行規則という。）第１３条の規定に基づき、定款第１２条第３項に定める役員の選出に関することを定めます。

（理事の選挙区）

第 ２ 条　正会員を被選挙人とする理事選挙の選挙区は、次のとおりです。

1)　北海道選挙区　　　　

（北海道）

2)　東北・関東選挙区

　（青森・秋田・山形・岩手・宮城・福島・栃木・群馬・埼玉・茨城・千葉 ）
3)　東京・神奈川選挙区

（東京・神奈川）

4)　北信越・東海選挙区

（長野・新潟・富山・石川・福井・山梨・静岡・愛知・岐阜・三重）

5)　近畿選挙区　

　　（滋賀・京都・奈良・大阪・和歌山・兵庫）

6)　中国・四国・九州・沖縄選挙区　

　（岡山・広島・山口・島根・鳥取・香川・愛媛・高知・徳島・福岡・大分・宮崎・熊本・長崎・佐賀・鹿児島・沖縄）　

（監事の選挙区）

第 ３ 条　正会員を被選挙人とする監事選挙の選挙区は、全国を一選挙区とする全国区とします。

（選出理事定数）

第 ４ 条　正会員を被選挙人とする理事選挙の選出理事定数は、理事会において選挙を実施する前年の１２月１日現在の正会員数を基礎数として、定款第１２条に基づき会員外理事数を勘案して選出理事定数を定めます。

　　　　２　選挙区ごとの選出理事数は、前項の基礎数を選出理事定数で除したものを基本数として、各選挙区ごとにこの基本数につき１名の理事数を加算した理事数を配算します。

　　　３　前項の算出により、各選挙区に残余の会員数が生じたときは、選出理事定数に至るまで残余の基礎数が多い選挙区順に１名を加算します。

　　　４　前項の算出により、各選挙区における残余の会員数に同数の選挙区が生じ選出理事定数を超えるときは、常任理事会において理事数を加算する選挙区を決定します。

（選出監事定数）

第 ５ 条　正会員を被選挙人とする監事選挙の選出監事理事定数は、理事会において定款第１２条に基づき、会員外監事数を勘案して選出監事定数を定めます。
（選挙の告示）

第 ６ 条　選挙の告示は、定款第１４条に定める任期の満了する年の１月に行います。なお、告示の日は選挙管理委員会で決定します。

（立候補の届出）

第 ７ 条　理事または監事の選挙に立候補する者は、告示の日から１４日以内に理事選挙立候補届（様式第１号）または監事選挙立候補届（様式第２号）を、選挙管理委員会委員長へ所定の方法により届け出ることが必要です。
　　　２　立候補の届出を辞退する場合は、立候補辞退届書（様式第5号）を選挙管理委員会委員長へ届け出ることが必要です。

（立候補届の受理）

第 ８ 条　選挙管理委員会委員長は、前条に規定する立候補届を受理するときは、定款の規定に基づき正会員資格および会費の納入を確認し受理します。

（立候補者の発表）

第 ９ 条　選挙管理委員会委員長は、前条に規定する立候補届を受理したときは、選挙区別および立候補届出順に整理し、立候補者名簿を作成し発表します。

（選挙の投票）

第１０条　理事選挙の投票は、前条の立候補名簿に基づき、各選挙区ごとの選出理事定数を超える立候補者数があった選挙区について実施します。

　　　２　前項の選挙の投票において、各選挙区ごとの立候補者数がその選挙区の選出理事定数と同数あるいはその選挙区の選出理事定数を下回る場合は、選挙の投票を実施せず無投票当選とします。

　　　３　監事選挙の投票は、前２項の規定を準用します。

　　　４　第１項の理事選挙の投票は、各選挙区における選出理事の定数内連記式とします。

　（投票方法）
第１１条　前条の投票の方法は、第９条に定める立候補者名簿者について、投票用紙（様式第３号）に指定した方法により意思表示を投票用紙に記載し、指定日付の消印のあるものを有効とする郵便投票方式により実施します。

（当　選）

第１２条　正会員を被選挙人とする理事選挙および監事選挙の当選者は、選挙区における有効投票の最多数を得た者から、順次選挙区における選出理事および選出監事の定数分の当選者を決定します。

　　　２　前項の規定において、当選者を決定するに当たり得票数が同数の場合は、選挙管理委員会において選挙管理委員会委員長が抽選により決定します。

　　　３　選挙管理委員会委員長は、第１０条第２項および第１２条の規定に基づき当選を決定した理事および監事に対し、当選証書（様式第４号）を交付します。

　　　４　第10条および第12条の規定に基づき当選の決定をした後、定款第13条の規定により総会で選任されるまでに当選した役員を辞退するときは、役員当選辞退届書（様式第6号）を会長に届け出ることが必要です。
（補欠選挙）
第１３条　この規程にもとづく役員選挙により最低選出定数を満たさなかった場合、および施行規則第１６条に基づく補欠選挙は、欠員を生じた選挙区を対象にこの規程に基づく通常選挙に準じて実施します。

（変　更）
第１４条　この規程の変更は、理事会の議決を必要とします。
附　則

１．この規程は、２００２年１０月　６日制定し、同日から施行します。

２．この規程は、２００３年　2月１６日一部を改正し、同日から施行します。

３．この規程は、２００５年　2月　６日一部を改正し、同日から施行します。

                  「社会活動補助事業」運営要綱
平成１４年３月９日
１．目的
　医療社会事業に関する社会活動を行おうとする当協会の会員に対して、その費用の一定額を補助すること等によって、会員による社会活動が旺盛に取り組まれ、医療社会事業の発展に資することを目的とする。

２．本事業の概要
　①社会活動（調査、研究、集会など）にかかる経費の一定額を補助する。
　②社会活動にかかる経費を補助するため、民間資金援助団体を紹介する。
　③協会の発送物への調査票等の同封などの便を図る（但し、実費徴収）。
３．本事業の取り扱い

　①本事業の内、２－①～③を利用したい会員は、社会活動の目的・具体的内容等を記した文章（様式－１）を以て、４月１日から８月３１日までに協会に申請する。
  ②本事業の主管は社会活動部であるが、申請に対する審査・補助額の分配に関しては、申請受付後直近の理事会において決定する。
　③本事業による活動成果の報告を「医療と福祉」等で行う。

４．社会活動にかかる経費補助の対象
　　以下の用件を全て満たすものであること。
　　・社会活動の内容が医療社会事業に関するものであること。
　　・特定の地域を対象としたものではなく、全国的に共有できるテーマであること。
　　・社会活動を行うグループの代表は会員であり、グループには３名以上の会員がいること。
　　・社会活動の進捗状況等の報告書を翌年８月３１日までに理事会に提出すること。
                ［この運営要綱は２００２（平成１４）年の第６回理事会にて承認された。］
（様式－１）
	社会活動補助申請書
                                                                 年　　月　　日申請
 Ⅰ．申請者（代表）氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 　　 所属  〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 　　 自宅  〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 Ⅱ．申請の目的 （該当するものに〆印）
  ①□社会活動にかかる経費の補助
  ②□民間資金援助団体の紹介
  ③□調査票等の発送補助
 Ⅲ．社会活動の内容
  ①目的
  ②対象とする活動の具体的内容
  ③年間活動予算
 Ⅳ．社会活動グループにおける当協会員の氏名と所属
  ・
  ・
  ・
 Ⅴ．振込先 （Ⅱ－①申請者）
 　　　　　　　　　銀行　　　　　　　　　　（本・支）店　
 　［口座番号］　　　　　　　　　　　　　　　［口座名義］　　　　　　　　　　　　　 




１２．大災害等ボランティア派遣事業マニュアル

大災害等ボランティア派遣事業マニュアル

　２００１年３月４日日本医療社会事業協会理事会承認

１、目的

　大災害等ボランティア派遣事業要綱を具体化する施行マニュアルを定める。

２、実施責任

　本事業の実施責任は会長とする。会長は社会活動部長に救援活動の指示をし、社会活動部長は必要に応じて理事会の承認を得て本事業の指揮をとる。

３、日本協会の任務と活動

1)社会活動部長は、現地の状況を把握し会長に報告する。

2)会長は、社会活動部長の報告を受け､救援活動の要否を判断し社会活動部長に指示する｡

3)社会活動部長は、理事と連携をとり、現地対策本部の体制を確立する。現地対策本部長は会長が任命する。

4)活動内容は事業要綱に基づいて行なう。必要に応じて理事会の承認を得るが、緊急に対応する事項については事後承認とすることができる。

· 事業要綱での活動内容は、理事会の承認事項とする。

４、現地対策本部の任務と活動

現地対策本部の活動は、①現地の状況把握、②支援活動の具体化、③会員ボランティアの受け入れ、④活動資金の管理、
⑤その他，現地の状況に応じて必要と判断した活動とする。

５、大災害等ボランティア活動時の原則

1)現地対策本部からの要請には迅速に対応すること。（即応性）

2)会員ボランティアは現地対策本部の指揮に従い行動する。（現地主義）

3)所属機関への公休の要請、ボランティア保険等へ加入する。（補償の確保）

６、改廃

  マニュアルの改廃は、理事会の承認を得るものとする。

＊大災害等ボランティア派遣事業の機構図

	会　　長

	
	

	社会活動部長


	理　　事

	　　　　
	

	現地対策本部

	　　　　
	

	会　　員


13．医療ソーシャルワーカー専門講座および現任教育講師養成講座内規

医療ソーシャルワーカー専門講座および現任教育講師養成講座内規
第１条　（医療ソーシャルワーカー専門講座）
１、名称および目的
医療ソーシャルワーカー専門講座（以下　専門講座）とは、当協会員の資質向上を目的とし、
「全国どこでも、同じ内容を、同じ方法で学ぶことのできる研修システム」として当協会が
構築した講座を言う。

２、受講資格
会員資格（正会員）を有し、経験３年以上の現任の医療ソーシャルワーカーとする。
３、修了認定
修了認定者は、修了認定証が授与され、修了認定証番号が登録管理される。
第２条　（現任教育講師養成講座および現任教育講師）
１、名称および目的
現任教育講師養成講座（以下　講師養成講座）とは、専門講座および講師養成講座の講師を養成することを目的とした講座を言う。

２、受講資格
会員資格を有し、当協会の会員歴および医療ソーシャルワーカー実務経験が１０年以上の現任の医療ソーシャルワーカーで、専門講座の講師を希望する者。

３、認定
全課程の修了者は、理事会承認後、認定証が授与され、認定証番号が登録管理される。
４、現任教育講師
前項において認定証が授与された者を現任教育講師と言う。
第３条　（現任教育講師会および現任教育講師会運営委員会）
　１、現任教育講師会は、会員である現任教育講師で組織する。
　２、現任教育講師会運営委員会は、理事会が選任した現任教育講師で組織する。
　３、現任教育講師会運営委員会運営委員長は、現任教育講師会運営委員の互選とする。
　４、現任教育講師会運営委員の任期は２年（補欠の場合は前任者の残任期間）とし、再任は妨げ
ない。

　５、現任教育講師会運営委員会は、専門講座および講師養成講座の講師の選任、現任教育講師の
質の確保および現任教育講師会の運営に関する事項を検討し、理事会に提案する。
第４条　（プログラムおよび評価）
プログラムおよび評価は、おおむね次の通りとし、知識のみでなく実地での講義までも含めて現任教育講師が行う。
１、専門講座は、当協会編集の「保健医療ソーシャルワーク原論」を使用し、集中ｺｰｽ（3泊4日）または分割ｺｰｽにての研修中にレポート試験、筆記試験、面接試験の評価を行い、総合的に修了認定する。
２、講師養成講座は、次の３つの過程を経るものとする。

　　　パート１：専門講座の修了認定
　　　パート２：３日間の研修を受講しパート２を修了した者を仮現任教育講師と言う。
　　　パート３：専門講座で仮現任教育講師として現任教育講師と共に教える
　　　　　　　　パート３を修了した者は、理事会に現任教育講師として提案される。
付　則

第１条（修了認定証、認定証および委嘱状の文面）

１、専門講座の修了認定証の文面は、以下の通りとする。

	
	 第　　　号
	（注）
←修了認定証番号を記入

	
	修 了 認 定 証
	

	
	　　　　　　　　　　　殿
	←氏名を記入

	
	あなたは当協会の認定する「医療ソーシャ
	

	
	ルワーカー専門講座」の課程を修了し修了検
	

	
	定に合格されましたのでここに証します。
	

	
	年　　月　　日


	←修了認定日を西暦で記入

←公印を押印

	
	社団法人　日本医療社会事業協会会長
	←認定日当日の会長名を記入


用紙は日本工業規格A列４版の賞状用紙を使用し、縦置き横書きで、字体は毛筆体が望ましい。

２、現任教育講師の認定証の文面は、以下の通りとする。

	
	 第　　　号
	（注）
←認定証番号を記入

	
	認　　定　　証
	

	
	　　　　　　　　 　　　殿
	←氏名を記入

	
	あなたは、当協会の現任教育講師養成講座
	

	
	の課程を修了されました。ここに「現任教育
	

	
	　講師」として認定致します。
	

	
	年 　月　　日


	←認定日（理事会承認日）を西暦で記入

←公印を押印

	
	社団法人　日本医療社会事業協会会長
	←認定日当日の会長名を記入


用紙は日本工業規格A列４版の賞状用紙を使用し、縦置き横書きで、字体は毛筆体が望ましい。
３、現任教育講師会運営委員の委嘱状の文面は、おおむね以下の通りとする。

	
	　　　　　　
委　 嘱　 状
	（注）

	
	　　　　　　　　　　　　　殿
	←氏名を記入

	
	あなたを現任教育講師会運営委員として委嘱いたし
	

	
	ます。委嘱期間は＊＊年6月1日から＊＊年5月31日
	←西暦で記入

	
	までとします。
	

	
	　　  　　　　　　　　　　　　　　　　年 　月　　日
	←西暦で記入

	
	　　　　　　　　
	←公印を押印

	
	社団法人　日本医療社会事業協会会長
	←会長名を記入


用紙は日本工業規格Ａ列４版の普通紙を使用し、縦置き横書きで、字体は明朝体が望ましい。

４、現任教育講師運営委員の施設長宛の委嘱依頼状の文面は、おおむね以下の通りとする。

	
	　　　　　　　　
日医社協発第　　　　号
	（注）
←公文書番号を記入

	
	　　　　　　　　　　　　　　＊＊(平成＊)年＊月＊日
	←西暦（括弧内は和暦）で記入

	
	施 設 長 殿
	

	
	　　　　　　　　　　（社）日本医療社会事業協会会長

	

	
	現任教育講師会運営委員の委嘱について（依頼）

	

	
	時下、 ますますご清祥のこととお慶び申し上げま
	

	
	す。また日頃より医療社会事業の推進につきまして、
	

	
	ご理解とご支援を賜り厚くお礼申し上げます。
	

	
	さて、当協会では会員の資質向上を図るため、各種
	

	
	教育事業を行っており、その一環として現任教育講師
	

	
	会とその運営委員会を設置しております。
	

	
	　　つきましては、業務ご多忙の折り恐縮に存じます
	

	
	　が、貴所属の　　　　氏を標記運営委員に委嘱した
	←氏名を記入

	
	　いと存じますので格別のご配慮をお願い申し上げます。

	

	
	記
	

	
	委嘱期間：＊＊（平成＊）年６月　１日から
	←西暦（括弧内は和暦）で記入

	
	＊＊（平成＊）年５月３１日まで
	


用紙は日本工業規格Ａ列４版の普通紙を使用し、縦置き横書きで、字体は明朝体が望ましい。

第２条　（講師養成講座の受講料等）
１、パート１は専門講座受講生と同額。
２、パート２の宿泊研修は、受講料および宿泊費・食費等実費を本人が負担する。
３、仮現任教育講師の場合、講師料は支給されないが、交通費の実費および宿泊食事等の現物を当協会が負担する。
［この内規は、１９９９年３月　７日の第８回理事会で承認された。］
［この内規は、２００３年２月１５日の第５回理事会で変更承認された。］
14．実習指導者研修会内規

実　習　指　導　者　研　修　会　内　規
第１条　（実習指導者研修会）
１、目的

実習指導者研修会（以下本研修会とする）は、保健医療現場で行なわれる実習指導に携わる

者の資質向上を目的とし、当協会の提案する実習指導案を学ぶ研修会を言う。
２、受講資格
実習指導等に携わる保健医療分野のソーシャルワーカー等とする。
３、修了認定
研修後課題を提出し認定を受けた者には、修了認定証が授与され、修了認定証番号が登録

管理される。
第２条　（実習指導者研修運営委員会）
１、実習指導者研修運営委員会（以下本委員会とする）は、本研修会を運営する講師である会員で

組織する。
　　２、本委員会は、理事会が選任した委員で組織する。
　　３、本委員会の運営委員長は、委員の互選とする。
　　４、本委員会の委員の任期は１年とし、再任は妨げない。
　　５、本委員会は、本研修会の講師の選任、プログラムの質の確保および本研修会の運営に関する事項を検討し、理事会に提案する。
第３条　（プログラムおよび評価）
プログラムおよび評価は、実習指導者研修運営委員会と理事会が協議し決定する。

第４条　（その他）
本研修会の運営、プログラムおよび評価は、本委員会にて検討し理事会の承認を必要とする。またその他本条に無い事柄については本委員会及び理事会にて決定する。
付　則
　（修了認定証、認定証および委嘱状の文面）
本研修会の修了認定証等の文面は、概ね「医療ソーシャルワーカー専門講座および現任教育講師養成講座内規」の付則に従うものとする。（認定証および委嘱状の文面については省略する）
[この内規は、2003年2月14日の第５回理事会で承認され、2003年5月20日より施行する。]
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